
「令和５年度次世代の活動の担い手育成事業」企画運営業務 仕様書 

 

１ 業務名 

  「令和５年度次世代の活動の担い手育成事業」企画運営業務 

 

２ 目的 

  地域のまちづくり活動の担い手を発掘・育成するため、将来のまちづくりの主役で

ある小・中学生、高校生及び大学生などの若者に対して、世代に応じた効果的な啓発・

体験により、まちづくり活動への意識醸成を図り、将来の地域まちづくり活動の担い

手育成につなげることを目的とする。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和６年３月 29 日（金）までとする。 

 

４ 業務内容 

  本業務の企画内容は、以下⑴～⑸に掲げる項目を満たしたものとする。 

  詳細な事業内容は、企画提案の結果によって、札幌市と受託者で協議し、調整する

ものとする。また、受託者は決定した事業内容に基づく運営等の業務全般を行い、そ

れに係る連絡調整及び一切の費用の支払いを行うこととする。 

  また、⑴～⑸に掲げる項目については、本業務目的を達成するために相互に連絡し、

効果的に実施すること。 

 ⑴ 小学生対象の取組 

  ア 目的 

    令和３年度に当課で制作したまちづくりについて学ぶための「まちづくりビン

ゴ」(別添 1 参照)等を、小学校などで活用し、小学生に楽しくまちづくり活動を

学んでもらうことを目的とする。 

イ 小学校での活用について 

(ｱ)  企画立案 

札幌市内の小学生を対象に「まちづくりビンゴ」等を活用し、まちづくり

活動について学ぶ機会を運営すること。なお、企画内容や会場の設営等につ

いては、事前に札幌市及び小学校の担当者と協議の上、決定すること。 

また、参加する小学生が地域のまちづくりにより関心を持ち、自宅におけ

る保護者との話し合いにつなげるための工夫など、「まちづくりビンゴ」等を

効果的に進めるための提案を行うこと。 

(ｲ)  実施場所ついて 

札幌市内の小学校 10 か所程度にて、授業の一環として実施すること。 



実施する小学校については、札幌市が選定するものとし、日程や詳細につ

いては後日、札幌市及び小学校の担当者と受託者が協議し決定するので対応

すること。 

(ｳ)  当日の運営 

「まちづくりビンゴ」の活用方法やファシリテーターの派遣人数について

は、事前に札幌市と協議すること。 

実施時間については、1時限(45 分)程度とすること。       

    (ｴ)  備品等の準備及び調達 

       運営に必要な備品等の一切について調達すること。 

 ⑵ 中学生対象の取組 

  ア 目的 

    中学生を対象として、まちづくり活動の周知及び参加促進を行うことを目的と

する。また、この取組を通じて、参加した中学生だけでなく、その保護者や地域

住民等にもまちづくり活動への理解を深めることを目的とする。 

  イ 業務内容 

   (ｱ)  企画立案 

     札幌市内中学生を対象に、意見交換会等のまちづくり活動を考える機会を

２事業程度企画運営すること。さらに、この事業に参加していない中学生や

地域住民などにもまちづくり活動への関心を高めるきっかけとなるような工

夫をすること。 

   (ｲ)  実施場所 

     対象学校や実施場所については、受託者が手配するものとし、日程や詳細

はついては、札幌市と十分協議すること。 

(ｳ)  参加者の募集 

     参加者の募集については、効果的な方法を提案することとし、受託者は必

要な広報を行うこと。なお、参加者の申込受付は、原則、受託者が行うこと

とする。 

⑶ 高校生対象の取組 

  ア 目的 

    札幌市立高等学校特活部長連絡協議会と協力し、札幌市立高等学校における地

域ボランティア活動等への参加を通じて、高校生がまちづくり活動への関心と積

極性を育むことを目的とする。  

イ 業務内容  

(ｱ)  企画立案 

      札幌市立高等学校８校にて高校生の参加者を募集し、各校１回ずつ（1時間

半程度）ボランティア活動への参加をコーディネートすること。 



また、ボランティア活動への参加のみではなく、まちづくり活動への意識

醸成のきっかけとなるよう工夫すること。 

実施時期や場所、高校生の参加や周知等については、札幌市立高等学校と

協力する必要があることから、審査会での契約候補者選定後、受託者との契

約前に調整する予定である。その結果次第では、提案と異なる契約締結とな

る場合があることに留意して提案に参加すること。 

    (ｲ)  参加者の募集 

      参加者の募集に協力してもらうことを高校側と調整予定である。このため、 

参加者の募集にあたっては、必要に応じて周知物を作成するものとする。 

 ⑷ 大学生などの若者対象の取組 

  ア 目的 

    まちづくり活動を実施している学生団体等と連携し、活動を支援していくと共

に、その活動の発表の場を創出することにより、普段まちづくり活動に興味が無

い若者などへもまちづくりへの参加を促すことを目的とする。 

イ 札幌市まちづくり若者実行委員会の設立について 

(ｱ)  企画立案 

若者のまちづくり活動への参加を促進するため、大学生などの若者で構成

する札幌市まちづくり若者実行委員会(以下、「実行委員会」と称する)を設立

すること。なお、実行委員の募集にあたっては、受託者が必要な広報を行う

こととし、募集方法や委員が積極的に意見交換するための支援方法について

提案すること。 

(ｲ)  事務局 

受託者は事務局として実行委員会の活動を以下のように支援すること。 

実行委員会が行う意見交換の場所の提供、意見交換の資料作成・司会・と

りまとめ、イベントや講座等を企画立案する際の実行委員会への助言、実行

委員会を構成するメンバーへの連絡調整、実行委員会やイベントを実施する

際に必要な一切の経費の支払い、札幌市やその他団体等と実行委員会の間の

連絡調整など、実行委員会の運営が円滑になされるようコーディネートする

こと。 

(ｳ)  任命式及び終了式 

      任命式と終了式の企画運営と連絡調整を行うこと。 

ウ 地域まちづくりに関するイベント 

実行委員会が企画運営する地域まちづくりに関するイベントを年２事業程度実

施すること。イベントや講座等の企画運営に必要な回数、実行委員会を各６回程

度開催すること。なお、出席者に交通費相当としてクオカード 500 円分等の支給

（当日含む）を想定しており、本費用についても受託者が負担すること。 



   (ｱ)  実行委員会企画イベント 

参加者の募集にあたっては、イベントの周知物を作成することとし、対象

に応じて、施設や団体へ周知を行うとともに必要な広報に努めること。 

(ｲ)  集大成イベント 

令和５年度の本事業の集大成と位置付け、小・中学生、高校生、大学生な

どの若者対象の事業を全て関連させ実施すること。また、前述の実行委員会

を中心に、より多くの若者がイベントに関わり、若者のまちづくり活動への

関心を高めること。 

来場者がまちづくり活動を身近に感じられるよう工夫することとし、イベ

ントの周知物を作成することとし、必要な広報に努めること。 

イベント会場については、より多くの方が参加できるような場所を検討し

確保すること。(なお、地下歩行空間を提案する場合は、契約後、札幌市が会

場の予約を行う。地下歩行空間の予約は６か月前の１日からであるため留意

すること。) 

 ⑸ アンケート 

   上述の４(1)から(4)で実施する業務については、それぞれアンケートを実施し、

集計及び分析を行うこと。 

 

５ 報告書の作成 

 ⑴ 事業報告書 

   本業務の実施結果について業務報告書にとりまとめ 1 部を提出すること。作成し

た報告書及び当日の支援で作成した冊子等の原稿データは、Windows10 に対応した

Word 文書等で、事後にテキスト修正が可能な状態のデータを CD 又は DVD に保存し

併せて納品すること。 

  ※ 原稿データに関してはイラストレーター等の作画ソフトでの納品も可能とする

が、使用するバージョン等については協議して進めること。 

 ⑵ 個人情報取扱状況報告書（別添２） 

   毎月終了後に個人情報取扱状況の報告を別添２の様式にて１部提出すること。 

 

６ 留意事項 

⑴ 本業務の遂行にあたり知り得た一切の事項について、外部に漏洩しないこと。ま

た、委託者である札幌市が提供する資料等を第三者に提供したり、目的以外に使用

したりしないこと。 

⑵ 受託者は、本業務の遂行にあたり、第三者の著作権、著作者人格権及びその他特

許権、商標権を含むいかなる知的財産権、プライバシー又は肖像権・パブリシティ

権その他の権利を侵害しないことを保証すること。第三者から成果物に関して権利



侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、受託者の費用および責任において解決す

るものとし、かつ札幌市に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するもの

とする。 

⑶ 受託者は、本業務の成果物に関連する著作権（著作権法(昭和 45 年法律第 48 号）

第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を、成果物の納入、検査合格後、直ち

に札幌市に無償で譲渡するものとする。 

  札幌市は、著作権法第 20 条（同一性保持権）第２項に該当しない場合においても、

目的物の改変を行うことができるものとする。 

⑷ 受託者は、本業務の成果物の著作者人格権を、札幌市又は札幌市が指定する第三

者に対して行使しないものとする。 

⑸ 成果物及び資料等について、著作権等は札幌市に帰属するものとし、札幌市の許

可なく他に使用あるいは公表してはならない。 

⑹ 成果物及び資料等について、著作権、肖像権等の権利関係を整理し、札幌市が同

様の目的のためにそれらを使用することを妨げないようにすること。 

⑺ 本仕様書に定める事項のほか、札幌市契約規則及び関係法令を遵守すること。 

⑻ 受託者は、個人情報を取り扱う際には、別記「個人情報の取扱いに関する特記事

項」を遵守すること。 

⑼ 企画提案の内容がそのまま契約となるものではない。具体的な契約内容等は、選

定後に札幌市との交渉を通して決定するものとする。 

 

７ その他 

 ⑴ 業務の履行に当たっては、運営体制や担当者等の氏名など、事前に札幌市に報告

すること。（様式は問わない。） 

 ⑵ 委託業務の遂行にあたっては、委託者である札幌市と連携を密にして作業を進め、

疑義が生じた場合や仕様書に定めのない事項については、委託者、受託者双方が協

議をして、これを処理すること。 

 

８ 本件に係る問い合わせ先 

  札幌市役所 市民文化局 市民自治推進室 

市民自治推進課 日向 

〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 

  電話：011-211-2253 ＦＡＸ：011-218-5156 

 

 

 

 

 

 



 

（別記）個人情報取扱注意事項 

 

個人情報の取扱いに関する特記事項 
 

 （個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条 受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護

法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガ

イド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）、「札幌市情報セキュリティポリシー」

等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項（以下「特記事項」という。）を遵守しなけ

ればならない。 

 

 （管理体制の整備） 

第２条 受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）

の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 

 

 （管理責任者及び従業者） 

第３条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当該書面に記載す

べき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定めなければ

ならない。 

３ 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なけ

ればならない。 

４ 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。 

５ 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければならない。 

６ 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 

 

 （取扱区域の特定） 

第４条 受託者は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務の着手前に

書面により委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なけれ

ばならない。 

３ 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出

してはならない。 

 

 （教育の実施） 

第５条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における従業

者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従業者全員に対し

て実施しなければならない。 



２ 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなけ

ればならない。 

 

 （守秘義務） 

第６条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしては

ならない。 

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に

漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

４ 受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する誓約書を提

出させなければならない。 

 

 （再委託） 

第７条 受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三者へ委託（以下

「再委託」という。）してはならない。 

２ 受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面により承諾を得なけ

ればならない。 

３ 受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合には、委託者

に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。 

 (1) 再委託先の名称 

 (2) 再委託する理由 

 (3) 再委託して処理する内容 

 (4) 再委託先において取り扱う情報 

 (5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 

 (6) 再委託先に対する管理及び監督の方法 

４ 受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託者が委託者指定様

式（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した様式をいう。）に必要事項を記

載した書類を添付するものとする。 

５ 委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対して本契約に基

づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全ての行為及びその結果につい

て責任を負うものとする。 

６ 委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱う業務の再委託

を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手

続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

７ 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督するとともに、委託

者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。 

 

 （複写、複製の禁止） 

第８条 受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録され



た資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。 

 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場

合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負う

ものとする。 

 

 （個人情報の管理） 

第１０条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、事務対応ガイド

に定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、当該個人情報

の管理を行わなければならない。 

 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化し、取扱規程

等を策定すること。 

 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事

案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 

 (3) 従業者の監督・教育を行うこと。 

 (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いに

おける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 

 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等

の防止を行うこと。 

 

 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１１条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業務以外の目的で

利用し、又は第三者へ提供してはならない。 

 

 （受渡し） 

第１２条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委託者が指定した

手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、受託者に対して個人情報の

預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。 

 

 （個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１３条 受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個人情報について、

委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。 

２ 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は

廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託

者に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じな

ければならない。 



４ 受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電磁的

記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければ

ならない。 

５ 受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、担当者名及び

消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。 

 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第１４条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ち

に報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 

 

 （監査及び調査） 

第１５条 委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な

措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託者に対して、実地の監査

又は調査を行うことができる。 

２ 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託等業務の処

理に関して必要な指示をすることができる。 

 

 （事故時の対応） 

第１６条 受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法違反又はその

おそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、

直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を

書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応

計画を定めなければならない。 

３ 委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該

事故に関する情報を公表することができる。 

 

 （契約解除） 

第１７条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関連する委託

等業務の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、

その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

 （損害賠償） 

第１８条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないことによって委

託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければなら

ない。 
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１ 用意するもの

A  まちづくりビンゴ冊子(4ページ) ※A2サイズ、両面カラー、短辺綴じ

B ビンゴカード ※A2サイズ、片面カラー C のり、赤えんぴつ、消しゴム

D 丸シール(赤・青・緑、各10枚ずつ程度)

２ 事前準備

３ 事前説明

まちづくりビンゴ プレイングマニュアル
まちづくりビンゴとは、町内会・自治会が取り組んでいるような地域まちづくりについて学ぶことができるビンゴ形式のゲームで
す。コロナ対策のため、令和2年度に「MaG(まちづくりゲーム)」を参考にビンゴ形式のゲームを制作し、令和3年度にブラッ
シュアップし「まちづくりビンゴ」が完成しました。

「まちづくりビンゴ」の冊子に沿って順に説明していきます。ビンゴに入る前には、まずは「まちづくりって何 」を
テーマに、清掃活動やごみの分別、緑化活動、子育てサロン、交通安全の見守り等もまちづくり活動の一
部であることを説明します。

ビンゴカードを一枚ずつ切り、まちづくりビンゴ冊子内のビンゴシートのページに貼る必要があります。
貼る場所は、参加者に自由に選んでもらいます。
※小学校等で実施する場合、時間に限りがあるため、事前に一式を送付し、切り貼りしておいて頂く必要
があります。



４ まちづくりビンゴの遊び方

A 遊び方

※「まちづくりビンゴ」は、4×4、計16コマのビンゴゲームです。

①ファシリテーターがビンゴカードをランダムに引き、示します。

②参加者は自分のビンゴシートからそのカードを見つけ、右上の四角マスに赤・青・緑のいずれかのシールを貼ります。

 それぞれのシールの色には意味は以下のとおりです。

③ファシリテーターは参加者が全員1列はビンゴになるまでカードを引きましょう。

※参加者同士のポイント数を競わせるものではありません。

⑤最後に、自宅で保護者等と今後自分が頑張るまちづくりについてお話をしてみるよう呼び掛けましょう。

 一番多かったシールの色によって、参加者が目指すまちづくりがどんなものなのか以下のように示します。

④ビンゴ終了後、ポイントの計算をしてもらいます。

このポイントが一番多かったあなたは、安心できるまちづくりを目指す優しい心の持ち主だね 

このポイントが一番多かったあなたは、楽しいまちづくりを目指すいろんなアイディアの持ち主だね 

このポイントが一番多かったあなたは、きれいなまちづくりを目指すルールを守る強い正義感の持ち主だね 

みんなが安心して暮らせる活動や取り組み

楽しい、わくわくする活動や取り組み

きれいになる、エコになる活動や取り組み

貼るシールは参加者の自由です。
このカードだから、「青」だよね。といったような誘導はしない
よう注意しましょう。

 ビンゴになった列の赤・青・緑シールをそれぞれ数えてビンゴ冊子の振り返りページに記載します。



B ビンゴカードについて

a ノーマルカード（全5種） ｂ クイズカード(全6種) ｃ イベントカード(全5種)

ビンゴカードには、ノーマルカード、クイズカード、イベントカードの三種類があり、それぞれ進行方法とポ
イントの加算方法に違いがあります。

カードに記載されている問題を提起し、自
分ならどうするかを2択から選び、〇を付け
てもらいます。
正解・不正解はありませんので、参加者
の自由選択となります。

クイズを出題し、正解だと思う番号に〇を
付けてもらいます。
正解した場合はシールを2つ、不正解の
場合はシールを1つ貼るよう指示します。

参加者に対し、「参加したことがあるか 」
「活動を知っているか 」というような呼び
かけをします。
進行に指定はありませんが、参加者の興
味・関心を引くような進行を要します。

【主旨】

【進行方法】

ノーマルカードは、地域のまちづくり活動を
紹介しているカードです。

クイズカードは、札幌市についてクイズが記
載されているカードです。

イベントカードは、地域の問題を示し自分
ならどのように行動するか考えるカードで
す。


